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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  異常が発見されたとき、復旧手段によって復
旧した後には十分良質の画像が得られる自己診断型の超
音波診断装置を提供すること。
【解決手段】  この超音波診断装置は、超音波プローブ
と、この超音波プローブにケーブルを介して接続され、
前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎に超
音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回路
と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎に
検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検出
された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧手
段と、前記異常検出手段により特定のチャンネルに異常
が検出されたとき、その異常状態から得られた情報に基
づいて復旧が可能な前記復旧手段を選択する選択手段
と、この選択手段により選択された前記復旧手段による
復旧の結果を予め算定する復旧評価手段と、この復旧評
価手段により算定された復旧手段が有効と判断されたと
きこの復旧手段を実行する復旧実行手段と、前記送受信
回路により得た信号から前記被検体の画像を表示する表
示手段とを備えて成る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波プローブと、
この超音波プローブにケーブルを介して接続され、前記
超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎に超音波
信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回路と、
前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎に検出
する異常検出手段と、
この異常検出手段により検出された異常状態を回避して
復旧させる複数種類の復旧手段と、
前記異常検出手段により特定のチャンネルに異常が検出
されたとき、その異常状態から得られた情報に基づいて
復旧が可能な前記復旧手段を選択する選択手段と、
この選択手段により選択された前記復旧手段による復旧
の結果を予め算定する復旧評価手段と、
この復旧評価手段により算定された復旧手段が有効と判
断されたときこの復旧手段を実行する復旧実行手段と、
前記送受信回路により得た信号から前記被検体の画像を
表示する表示手段とを備えて成ることを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項２】  超音波プローブと、この超音波プローブ
にケーブルを介して接続され、前記超音波プローブと被
検体との間でチャンネル毎に超音波信号を送受信させる
複数チャンネルの送受信回路と、前記送受信チャンネル
の異常状態をチャンネル毎に検出する異常検出手段と、
この異常検出手段により検出された異常状態を回避して
復旧させる複数種類の復旧手段と、前記送受信回路によ
り得た信号から前記被検体の画像を表示する表示手段と
を備えて成る超音波診断装置であって、
前記復旧手段は、前記異常検出手段により検出されたチ
ャンネルを接地することにより復旧させることを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項３】  超音波プローブと、
この超音波プローブにケーブルを介して接続され、前記
超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎に超音波
信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回路と、
前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎に検出
する異常検出手段と、
この異常検出手段により検出された異常状態を回避して
復旧させる複数種類の復旧手段と、
前記送受信回路により得た信号から前記被検体の画像を
表示する表示手段とを備えて成る超音波診断装置であっ
て、
前記復旧手段は、前記異常検出手段により検出された異
常が特定チャンネルの送信信号の送出がなされない異常
である場合にはこのチャンネル以外による超音波信号の
送信パワーを増加させることを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項４】  超音波プローブと、この超音波プローブ
にケーブルを介して接続され、前記超音波プローブと被
検体との間でチャンネル毎に超音波信号を送受信させる
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複数チャンネルの送受信回路と、前記送受信チャンネル
の異常状態をチャンネル毎に検出する異常検出手段と、
この異常検出手段により検出された異常状態を回避して
復旧させる複数種類の復旧手段と、前記送受信回路によ
り得た信号から前記被検体の画像を表示する表示手段と
を備えて成る超音波診断装置であって、
前記復旧手段は、前記異常検出手段により検出された異
常が特定チャンネルの受信信号の取得がなされない異常
である場合にはこのチャンネル以外による超音波信号の
受信ゲインを増加させることを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項５】  超音波プローブと、この超音波プローブ
にケーブルを介して接続され、前記超音波プローブと被
検体との間でチャンネル毎に超音波信号を送受信させる
複数チャンネルの送受信回路と、前記超音波プローブと
前記超音波信号送受信回路の間にあって複数の超音波プ
ローブのうち所望の１つを切替え選択せしめる複数のプ
ローブコネクタポート回路と、前記プローブコネクタポ
ート回路の異常状態をプローブコネクタ毎に検出する異
常検出手段と、この異常検出手段により検出された異常
状態を回避して復旧させる複数の復旧手段と、前記送受
信回路により得た信号から前記被検体の画像を表示する
表示手段とを備えて成る超音波診断装置であって、
前記復旧手段は、前記異常検出手段により検出された異
常が特定のコネクタポートである場合には、そのコネク
タポートの差し替えを薦めることを前記表示装置に表示
することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】  超音波プローブと、この超音波プローブ
にケーブルを介して接続され、前記超音波プローブと被
検体との間でチャンネル毎に超音波信号を送受信させる
複数チャンネルの送受信回路と、前記送受信チャンネル
の異常状態をチャンネル毎に検出する異常検出手段と、
この異常検出手段により検出された異常状態を回避して
復旧させる複数種類の復旧手段と、前記送受信回路によ
り得た信号から前記被検体の画像を表示する表示手段と
を備えて成る超音波診断装置であって、
前記超音波プローブが接続されて形成される使用チャン
ネルが前記送受信回路により形成される可能チャンネル
より小さい状態で使用されるとき、この可能チャンネル
を前記使用チャンネルと並列に接続にすることにより、
前記異常検出回路により前記使用チャンネルのいずれか
の前記送受信回路の異常が検出された場合に、前記復旧
手段は、この異常が検出された使用チャンネルに代えて
このチャンネルと並列に接続された前記可能チャンネル
切り換えて復旧させることを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項７】  超音波プローブと、この超音波プローブ
にケーブルを介して接続され、前記超音波プローブと被
検体の間でチャンネル毎に超音波信号を送受信させる複
数チャンネルの送受信回路と、前記送受信チャンネルの
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異常状態をチャンネル毎に検出する異常検出手段と、こ
の異常検出手段により検出された異常状態を回避して復
旧させる複数種類の復旧手段と、前記送受信回路により
得た信号から前期被検体の画像を表示する表示手段とを
備えて成る超音波診断装置であって、
前記異常検出手段によって検出された送受信チャンネル
の異常状態および、前記復旧手段が措置した復旧内容
を、その異常状態発生箇所帰属する構成に属する情報記
憶回路に記憶させる記憶手段とを備えることを特徴とす
る超音波診断装置。
【請求項８】  超音波プローブと、
この超音波プローブにケーブルを介して接続され、前記
超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎に超音波
信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回路と、
前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎に検出
する異常検出手段と、
この異常検出手段により検出された異常状態を回避して
復旧させる複数種類の復旧手段と、
前記異常検出手段により特定のチャンネルに異常が検出
されたとき、その異常状態から得られた情報に基づいて
復旧が可能な前記復旧手段を選択する選択手段と、
この選択手段により選択された前記復旧手段による復旧
の結果を予め算定する復旧評価手段と、
この復旧評価手段により算定された復旧手段が有効と判
断されたときこの復旧手段を実行する復旧実行手段と、
前記復旧評価手段により当該超音波プローブまたは超音
波診断装置超音波診断装置に異常が検出されたとき、異
常が検出された旨および異常発生部分の過去の異常履歴
データならびに前記復旧実行手段により実行した復旧措
置の内容を、ネットワークを介して保守を行うサービス
センターに通知する通知手段と、
前記送受信回路により得た信号から前記被検体の画像を
表示する表示手段とを備えて成ることを特徴とする超音
波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置に
係り、特に超音波信号を送受する送受信回路に故障など
の異常があるとき、それらを検出しその症状に応じて対
応あるいは患者の診断可否を決定する自己診断型の超音
波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来から、送受信回路の異常を検知し、
その状態に応じて対処する超音波診断装置が知られてい
る。その一例は特開平９－５２７に示されるものであ
り、この超音波診断装置は被検体とプローブとの間で超
音波の送受信を行わせる送受信回路の異常状態をチャン
ネル毎に検出する異常検出回路と、この回路により異常
状態が検出されたとき、超音波診断が可能か否かをプロ
ーブの動作条件を参照して判断する判断回路と、この判
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断回路の判断結果を表示する表示システムを有するもの
である。この超音波診断装置によれば、その異常状態が
超音波画像の生成に及ぼす影響の程度を算出し、その程
度が軽微ならば代替回路や補間処理により対応を行い、
その旨を表示して超音波診断を続けてよいことを表示
し、また異常状態の程度が軽微でない場合には自動復旧
させることができる。
【０００３】しかし、この超音波診断装置では、復旧手
段がある場合に、実際に復旧を行ったけれども結果的
に、完全な復旧が行えなくなるおそれもあり、このよう
な場合には、結果的に十分良質の画像を得ることができ
なかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、このよう
な、従来の自己診断型の超音波診断装置に鑑みてなされ
たもので、異常が発見されたとき、復旧手段によって復
旧した後には十分良質の画像が得られる自己診断型の超
音波診断装置を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１によれ
ば、超音波プローブと、この超音波プローブにケーブル
を介して接続され、前記超音波プローブと被検体との間
でチャンネル毎に超音波信号を送受信させる複数チャン
ネルの送受信回路と、前記送受信チャンネルの異常状態
をチャンネル毎に検出する異常検出手段と、この異常検
出手段により検出された異常状態を回避して復旧させる
複数種類の復旧手段と、前記異常検出手段により特定の
チャンネルに異常が検出されたとき、その異常状態から
得られた情報に基づいて復旧が可能な前記復旧手段を選
択する選択手段と、この選択手段により選択された前記
復旧手段による復旧の結果を予め算定する復旧評価手段
と、この復旧評価手段により算定された復旧手段が有効
と判断されたときこの復旧手段を実行する復旧実行手段
と、前記送受信回路により得た信号から前記被検体の画
像を表示する表示手段とを備えて成ることを特徴とする
超音波診断装置を提供する。
【０００６】本発明の請求項２によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
れ、前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎
に超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回
路と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎
に検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検
出された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧
手段と、前記送受信回路により得た信号から前記被検体
の画像を表示する表示手段とを備えて成る超音波診断装
置であって、前記復旧手段は、前記異常検出手段により
検出されたチャンネルを接地することにより復旧させる
ことを特徴とする超音波診断装置を提供する。
【０００７】本発明の請求項３によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
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れ、前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎
に超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回
路と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎
に検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検
出された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧
手段と、前記送受信回路により得た信号から前記被検体
の画像を表示する表示手段とを備えて成る超音波診断装
置であって、前記復旧手段は、前記異常検出手段により
検出された異常が特定チャンネルの送信信号の送出がな
されない異常である場合にはこのチャンネル以外による
超音波信号の送信パワーを増加させることを特徴とする
超音波診断装置を提供する。
【０００８】本発明の請求項４によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
れ、前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎
に超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回
路と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎
に検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検
出された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧
手段と、前記送受信回路により得た信号から前記被検体
の画像を表示する表示手段とを備えて成る超音波診断装
置であって、前記復旧手段は、前記異常検出手段により
検出された異常が特定チャンネルの受信信号の取得がな
されない異常である場合にはこのチャンネル以外による
超音波信号の受信ゲインを増加させることを特徴とする
超音波診断装置を提供する。
【０００９】本発明の請求項５によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
れ、前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎
に超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回
路と、前記超音波プローブと前記超音波信号送受信回路
の間にあって複数の超音波プローブのうち所望の１つを
切替え選択せしめる複数のプローブコネクタポート回路
と、前記プローブコネクタポート回路の異常状態をプロ
ーブコネクタ毎に検出する異常検出手段と、この異常検
出手段により検出された異常状態を回避して復旧させる
複数種類の復旧手段と、前記送受信回路により得た信号
から前記被検体の画像を表示する表示手段とを備えて成
る超音波診断装置であって、前記復旧手段は、前記異常
検出手段により検出された異常が特定のコネクタポート
である場合には、そのコネクタポートの差し替えを薦め
ることを前記表示装置に表示することを特徴とする超音
波診断装置を提供する。
【００１０】本発明の請求項６によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
れ、前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎
に超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回
路と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎
に検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検
出された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧
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手段と、前記送受信回路により得た信号から前記被検体
の画像を表示する表示手段とを備えて成る超音波診断装
置であって、前記超音波プローブが接続されて形成され
る使用チャンネルが前記送受信回路により形成される可
能チャンネルより小さい状態で使用されるとき、この可
能チャンネルを前記使用チャンネルと並列に接続にする
ことにより、前記異常検出回路により前記使用チャンネ
ルのいずれかの前記送受信回路の異常が検出された場合
に、前記復旧手段は、この異常が検出された使用チャン
ネルに代えてこのチャンネルと並列に接続された前記可
能チャンネル切り換えて復旧させることを特徴とする超
音波診断装置を提供する。
【００１１】本発明の請求項７によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
れ、前記超音波プローブと被検体の間でチャンネル毎に
超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回路
と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎に
検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検出
された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧手
段と、前記送受信回路により得た信号から前期被検体の
画像を表示する表示手段とを備えて成る超音波診断装置
であって、前記異常検出手段によって検出された送受信
チャンネルの異常状態及び、前記復旧手段が措置した復
旧内容を、その異常状態発生箇所帰属する構成に属する
情報記憶回路に記憶させる記憶手段とを備えることを特
徴とする超音波診断装置を提供する。
【００１２】本発明の請求項８によれば、超音波プロー
ブと、この超音波プローブにケーブルを介して接続さ
れ、前記超音波プローブと被検体との間でチャンネル毎
に超音波信号を送受信させる複数チャンネルの送受信回
路と、前記送受信チャンネルの異常状態をチャンネル毎
に検出する異常検出手段と、この異常検出手段により検
出された異常状態を回避して復旧させる複数種類の復旧
手段と、前記異常検出手段により特定のチャンネルに異
常が検出されたとき、その異常状態から得られた情報に
基づいて復旧が可能な前記復旧手段を選択する選択手段
と、この選択手段により選択された前記復旧手段による
復旧の結果を予め算定する復旧評価手段と、この復旧評
価手段により算定された復旧手段が有効と判断されたと
きこの復旧手段を実行する復旧実行手段と、前記復旧評
価手段により当該超音波プローブまたは超音波診断装置
超音波診断装置に異常が検出されたとき、異常が検出さ
れた旨および異常発生部分の過去の異常履歴データなら
びに前記復旧実行手段により実行した復旧措置の内容
を、ネットワークを介して保守を行うサービスセンター
に通知する通知手段と、前記送受信回路により得た信号
から前記被検体の画像を表示する表示手段とを備えて成
ることを特徴とする超音波診断装置を提供する。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の各実施形態につい
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7
て図面を用いて説明する。
【００１４】図１に、本発明一実施形態の超音波診断装
置の構成例を示す。この超音波診断装置は、複数の圧電
体から成る振動子１０ａ，１０ｂ・・・１０ｎをアレイ
状に配列され、被検体に当接して使用されるアレイ形の
プローブ１１と、このプローブ１１の各振動子に各々コ
ネクタポートＡ，コネクタポートＢ，・・・コネクタポ
ートＮを介して接続され上記各振動子を駆動すると共に
これらの振動子により受波した超音波を電気的に処理す
る送受信ユニット１５と、この送受信ユニットにおける
異常状態を検出しその程度を判断すると共に送受信ユニ
ットの保護を図る異常対応部１６と、この異常対応部１
６での対応および上記送受信ユニット１５で処理された
信号に基づく超音波画像を表示する表示システム１７と
から成る。
【００１５】コネクタポートＡ，コネクタポートＢ，・
・・コネクタポートＮは各々、コネクタプラグ１２ｐ
ａ，１２ｐｂ，・・・１２ｐｎとコネクタレセプタクル
１２ｒａ，１２ｒｂ，・・・１２ｒｎから成っており、
これらのコネクタレセプタクルは各々ポート選択切替え
スイッチ１３ａ，１３ｂ，・・・１３ｎを介して送信駆
動回路１８および受信遅延回路１９に接続されると共に
接地をオンオフする接地スイッチ１４に共通接続されて
いる。振動子１０ａ，１０ｂ・・・１０ｎに接続された
コネクタレセプタクル１２ｒａ，１２ｒｂ，・・・１２
ｒｎはコネクタプラグ１２ｐａ，１２ｐｂ，・・・１２
ｐｎに着脱自在に接続される構造を有しており、接地ス
イッチ１４は、通常、対応する各ソケットを送信駆動回
路１８と受信遅延回路１９の対応線に接続する状態にあ
るが、後述する異常状態では、制御されて接地すること
が可能になっている。
【００１６】送受信ユニット１５は、上記プローブ１２
の各振動子に印加する電圧パルスを発生する送信駆動回
路１８と、上記各振動子により受波された超音波信号を
受信し遅延を与える受信遅延回路１９と、この回路によ
り各々遅延を与えられた信号を整相加算により受信ビー
ムフォーミングを行う整相加算回路２０と、この回路の
出力を例えば包絡線検波してBモード画像信号に変換す
る信号処理回路２１と、この回路において処理された画
像信号を標準テレビ走査方式の画像信号に変換するデジ
タルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）２２とから成ってい
る。
【００１７】また、異常対応部１６は、送受信系の電気
的な故障を含む異常を検出する自己診断手段としての異
常検出回路２４と、この異常検出回路２４の検出信号に
応答して異常状態が装置全体に及ぼす影響の程度を判断
する判断回路２５と、この判断回路２５の判断結果に応
答して送受信チャンネルの停止などを行う保護回路２６
とを備える。
【００１８】異常検出回路２４には、プローブやコネク
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タを含む送受信経路からその動作状態をチャンネル毎に
監視するための監視信号Ｍ１と、送信駆動回路１８の遅
延ラインやパルサおよび受信遅延回路１９からその動作
状態をチャンネル毎に監視するための監視信号Ｍ２、Ｍ
３が入力される。これらの監視信号Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３は
例えば電圧値や電流値として供給される。
【００１９】異常検出回路２４は、図示していないが例
えばマイクロプロセッサを有して構成され、チャンネル
毎の電圧レベルや電流値を常時監視してその変化から故
障を含む異常状態をチャンネル毎に検出し、異常があれ
ばそのチャンネル番号を判断回路２５に送る。
【００２０】判断回路２５は、後述する判断処理を行う
マイクロプロセッサ（ＭＰＵ）２８と、各種の動作条件
を記憶しておく動作条件記憶メモリ２９ａと、各振動子
毎に異常発生の履歴を記憶しておくプローブ内異常履歴
メモリインターフェース（Ｉ／Ｆ）２９ｂと、送受信ユ
ニット１５内のチャンネル毎の異常発生の履歴を記憶し
ておく装置内異常発生メモリ２９ｃを有する。
【００２１】判断回路２５に異常の程度をプローブ１２
の動作条件と照合して判断する機能を持たせるために、
動作条件記憶メモリ２９ａには、マイクロプロセッサ２
８のプログラムのほか、使用されるプローブの各振動子
と設定チャンネルの接続関係などプローブ情報や、この
プローブの駆動条件をデータベースとして記憶してい
る。プローブ情報としては、例えば設定可能なチャンネ
ル数が１２８の送受信系に対して使用したプローブの振
動子数が６４個の場合その６４個の振動子により、第１
から第６４までの６４チャンネルを使用する、というよ
うな内容として、この動作条件記憶メモリ２９ａに記憶
されている。
【００２２】プローブ内異常履歴メモリＩ／Ｆ２９ｂ
は、上記各コネクタポートＡ，コネクタポートＢ，・・
・コネクタポートＮ内に設けられているプローブ内異常
履歴メモリ３０ａ，３０ｂ，・・・３０ｎに記憶されて
いる各ポートの異常履歴を読み出し、またこれらポート
の異常状態を記憶する。監視信号Ｍ１として、異常検出
回路２４に入力されたプローブの各振動子の異常状態
の、マイクロプロセッサ２８において判断された結果が
その発生時刻と共にプローブ内異常履歴メモリＩ／Ｆ２
９ｂを介して、各プローブ内異常履歴メモリに逐次記憶
される。また装置内異常発生メモリ２９ｃには、監視信
号Ｍ２，Ｍ３として、異常検出回路２４に入力されたプ
ローブの各振動子の異常状態の、マイクロプロセッサ２
８において判断された結果がその発生時刻と共に逐次記
憶されている。
【００２３】保護回路２６は、判断回路２５内のマイク
ロプロセッサ２８により異常状態の評価、すなわちその
影響が軽微なものであるか否か判断された結果に基づい
て、送信駆動回路１８、受信遅延回路１９、ポート選択
切替えスイッチ１３ａ，１３ｂ，・・・１３ｎに制御信
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9
号Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３などを送り、後述する制御を行うも
のである。
【００２４】次に本発明のこの実施形態の動作につき図
面を用いて説明する。異常が検出されたときの対処の方
法は、異常の発生部分や程度を調べる判断処理と、その
結果に基づいてどのように復旧させるかの復旧処理に分
けられる。
【００２５】まず、監視信号Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３により異
常検出回路２４においてなんらかの異常の発生が検出さ
れたとき、判断回路２５ではまずその異常がどこに生じ
ているか、さらにその異常がどの程度かが判断される判
断される。この判断処理について、図２に基づいて説明
する。
【００２６】ステップＳ２０１において、マイクロプロ
セッサ２８は、常時、超音波診断装置の電源が投入され
たかあるいは使用されているプローブが他のプローブに
切り換えられたかを装置内で別途供給される信号を用い
て監視している。どちらもなされないときは、もとに戻
って監視を継続する。
【００２７】電源投入あるいはプローブの切換えがなさ
れると、ステップＳ２０２に移り、異常検出回路２４か
ら異常検出の結果信号の読込みがなされる。ついでステ
ップＳ２０３において、この結果信号の内容から超音波
の送受信に用いられているチャンネルに異常があるか調
べられる。
【００２８】ステップＳ２０３において、Ｙｅｓすなわ
ち異常チャンネルが見つからなかった場合には、実際の
超音波診断装置による診断を行う。
【００２９】一方、ステップＳ２０３において、Ｎｏす
なわち異常チャンネルが見つかった場合には、ステップ
Ｓ２０５に進んで、動作条件記憶メモリ２９ａから現在
接続されているプローブの情報の読込みを行う。この情
報は、例えば使用されている振動子数が６４で、第１か
ら第６４までのチャンネルを使用する、というような情
報である。
【００３０】次に、ステップＳ２０６では前述のプロー
ブ情報を参照し、異常状態にあるチャンネルが使用中の
チャンネルであるか否か、調べられる。異常の検出され
たチャンネルが例えば第７５チャンネルであったとする
と、このチャンネルは使用するチャンネルではないの
で、ステップＳ２０６からステップＳ２０７に移り、表
示システム１７の画面上に例えば、「第７５チャンネル
に異常が見つかりましたが、このチャンネルは使用しま
せんので、診察に影響を及ぼすことなく使用することが
できます。」と表示し、実際の超音波診断装置による画
像取得に移る。
【００３１】一方、ステップＳ２０６において、超音波
画像を得るのに異常チャンネルを用いることがわかる
と、ステップＳ２０８に進んで、この異常チャンネルを
使用することによって画像を得た場合の影響の程度がマ
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イクロプロセッサ２８により演算される。
【００３２】送受信チャンネルの異常についていえば、
例えば第１から第６４のチャンネルを使用しようとして
いるとき、第６２の送信チャンネルが異常であるとか、
第３２の受信チャンネルが異常である場合などである。
このような場合、マイクロプロセッサ２８で異常チャン
ネルを使用できないことにより表示画像に与える影響が
どの程度になるか、換言すれば１フレームの画像を再構
成するために異常チャンネルがどの程度の割合（％）で
使用されているか、を送受信口径やプローブ情報などを
基に演算する。
【００３３】例えば、上述のように第１から第６４のチ
ャンネルのうちの第６２チャンネルが異常である場合、
異常チャンネルは使用チャンネル範囲中の比較的端寄り
のチャンネルであるから、この第６２チャンネルを喪失
したとしてもその影響は軽微であり、ステップＳ２０８
における演算値は小さい。一方、例えば第３２の受信チ
ャンネルが異常であるときには、このチャンネルは使用
チャンネル範囲のほぼ中央に位置するから、この第３２
受信チャンネルの喪失は重大であり、ステップＳ２０８
における演算値は大きくなる。
【００３４】次に、ステップＳ２０９において、画像に
与える影響の程度が所定の許容値以下であるか否か、判
断される。この判断は、例えば総プローブの素子数（振
動子数）に対する故障チャンネル数の割合が５％を超え
るか、である。
【００３５】ステップＳ２０９で影響の程度が所定の許
容値以下であるとは、復旧処理が可能である場合であ
り、ステップＳ２１０で表示システム１７の画面上に例
えば、「異常により画像に影響を与えるおそれがありま
すが、復旧処理により影響を少なくすることができま
す。」と表示し、図３にそのフローを示し、後述する復
旧処理（ステップＳ２１１）を行う。
【００３６】一方、ステップＳ２０９において、画像へ
の影響の程度が所定の許容値を超えると判断された場合
は、異常状態を復旧させることができない程影響の程度
が大きく、このままでは超音波画像を得ても診断に有用
な画像を得ることができない。したがって、ステップＳ
２１２に進み送受信系の動作停止を指示し、ステップＳ
２１３で表示システム１７の画面上に、例えば「複数チ
ャンネルに異常が見つかりました。このままでは、有用
な画像が得られないので、送受信系を停止しました。電
源を切り、サービスマンをお呼びください。」と表示す
る。
【００３７】次に、上記ステップＳ２１１における復旧
処理について図３および図４に示すフローチャートを用
いて説明する。
【００３８】図３のステップＳ３０１は、ステップＳ２
０９で影響の程度が許容値を超えない場合、すなわち影
響が軽微である場合であり、ここで、その異常の発生箇
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所がプローブ内で発生したものか装置内で発生したもの
か判断される。装置内で発生した異常ならば、ステップ
Ｓ３０２で、図１の装置内異常履歴メモリ２９ｃから、
該当箇所における異常発生履歴が読み出される。この異
常発生履歴は、例えば図５に示すようにチャンネル毎
に、送信駆動回路における異常発生履歴フラグ（ア）、
受信遅延回路における異常発生履歴フラグ（イ）、前回
異常発生日時（ウ）、異常発生後の復旧動作経過時間
（エ）が記憶されている。送信駆動回路における異常発
生履歴フラグ（ア）、受信遅延回路における異常発生履
歴フラグ（イ）において、「０」はこれまでに当該チャ
ンネルで異常が発生したことはないことを示しており、
「１」は当該チャンネルにおいて過去に異常が発生し、
いまだに修理がなされていないことを示す。図５の例で
は第２の送信チャンネルに異常が発生していることを示
している。
【００３９】このメモリを参照することにより、各チャ
ンネルの送信駆動回路や受信遅延回路に異常が発生した
ことがあるか、直前ではいつ異常が発生したか、その時
点からどのくらい時間が経過しているか、などを知るこ
とができる。
【００４０】また、ステップＳ３０１において、該当す
る異常がプローブ内で発生した場合にはステップＳ３０
３に進み、プローブ内異常履歴メモリ２９ｂからチャン
ネル毎の異常発生の履歴を取得し参照する。
【００４１】次にステップＳ３０４において、復旧手段
の選択がなされる。復旧手段には、図３に示すように、
該当異常チャンネルを接地する方法（ステップＳ３０
５）と、送信パワーを補正制御する方法（ステップＳ３
０６）と、受信ゲインを補正制御する方法（ステップＳ
３０７）と、コネクタボードの差し替えを推奨する方法
（ステップＳ３０８）と、ポート切換えスイッチの代替
切換え制御を行う方法（ステップＳ３０９）と、送受信
口径をオフにする方法（ステップＳ３１０）と、予備回
路への切換え制御を行う方法（ステップＳ３１１）と異
常チャンネル信号を補間生成する方法（ステップＳ３１
２）とがある。この時点では、これらの復旧方法による
有効性の程度が調べられる。
【００４２】これらの方法は、ステップＳ３０２やステ
ップＳ３０３により取得された異常チャンネルの異常履
歴やその位置、異常状態やその影響の程度などによって
選択される。選択される方法は１つとは限られない。
【００４３】上述のように、特定の送信チャンネルが異
常となった場合には、該当異常チャンネルを接地する方
法（ステップＳ３０５）、送信パワーを補正制御する方
法（ステップＳ３０６）、受信ゲインを補正制御する方
法（ステップＳ３０７）、および送受信口径をオフにす
る方法（ステップＳ３１０）のいずれかが選択される。
【００４４】まず、ステップＳ３０５の該当異常チャン
ネルを接地する方法について説明する。この場合、異常
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チャンネルが特定されており、そのチャンネルを無効化
するために、図１に示す構成において保護回路２６から
制御信号Ｓ３を送り、例えば対応する接地スイッチ１４
ｂを接地状態にする。通常、あるチャンネルが異常状態
になると、このチャンネルの信号ラインが高インピーダ
ンスになり、他からノイズが混入して送信する超音波に
悪影響を与えてしまう。そこで、このように該当チャン
ネルを接地することにより、ノイズの混入を防止するこ
とができる。
【００４５】接地スイッチは、このように他からのノイ
ズの混入を防ぐためのものであるから、接地でなくと
も、異常発生チャンネル自身あるいは他のチャンネルか
ら誘発されるノイズの混入を抑止できる程度の低インピ
ーダンスであればよく、汎用のアナログスイッチＩＣな
どを用いることもできる。また、変形例として、プロー
ブ接続ポートの切換えスイッチが一端をＧＮＤに接地さ
れた構成を取る単極双投スイッチである場合には、上記
接地スイッチを別に設けなくても、異常発生時に当該異
常発生チャンネルにかかるポート切換えスイッチのいず
れかをＧＮＤ短絡側に切り換える制御を行うことによ
り、同等の復旧処理を行うことができる。
【００４６】例えば、第１～第４チャンネルに異常が検
出されたときには、これらのチャンネルに対応するタイ
ミングで接地スイッチ１４を接地すればよい。
【００４７】但し、この異常チャンネルを接地する方法
は使用チャンネル範囲の端寄りのチャンネルに異常があ
る場合にまた、異常チャンネルが少ない場合に有用であ
る。
【００４８】次に、送信パワーを補正制御する方法（ス
テップＳ３０６）および受信ゲインを補正制御する方法
（ステップＳ３０７）について説明する。これらの方法
は、異常チャンネルを無効化したとき、対応する振動子
から超音波が送信されないから、送信ビームは弱くな
り、あるいは対応する振動子から得られる信号が得られ
ないから、全振動子が動作する場合に比べて口径が狭く
なる点に着目して、これを補償するものである。
【００４９】例えば、全１２８チャンネルのうち第１～
第４の４つのチャンネルに異常が生じており、これらの
チャンネルを無効化したとすると、単純な口径寄与減少
度Ｃは次式で与えられる。
【００５０】Ｃ＝１０Ｘｌｏｇ｛（６４－４）／６４｝
＝０．２８ｄＢ
このように、４つのチャンネルが使われないことによ
り、０．２８ｄＢ口径が狭まることになり、これによる
信号劣化や感度の劣化が生じることになる。この劣化が
生じないように、全体的に超音波の送信パワーを上げ
る、あるいは受信のゲインを上げる。より詳細には、当
該欠損口径が音場形成に関わる寄与度を算出し、その結
果、求まるところの送信感度の低下、受信感度の低下を
算出し、この減少分の補償を、送信駆動電圧の増加、あ
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るいは受信遅延回路における増幅度の増加により補正す
るものである。
【００５１】復旧手段として、送受信口径をオフにする
方法（ステップＳ３１０）は、例えば特開平９－５２７
に第３の実施例として記載されているように、当該異常
が検出されたチャンネルにかかる受信チャンネルの口径
をウェイティング機能を用いてオフにする方法である。
この場合、受信遅延回路１９内に、図示しない受信信号
前置増幅回路があり、当該受信信号前置増幅回路にウェ
イティング（重み係数）制御が可能な図示しない受信ウ
ェイティング制御がある。これにより、異常チャンネル
が検出された場合には、当該異常チャンネルの受信口径
をオフするように当該異常チャンネルの受信ウェイティ
ングをゼロとするウェイティング制御を行うことによ
り、等価的に受信口径をオフすることができ、当該異常
発生チャンネルの信号に起因する画像劣化の影響を回避
することができる。
【００５２】また、復旧手段として、コネクタポートの
差し替えを推奨する方法（ステップＳ３０８）は、異常
チャンネルの故障がプローブの接続されているコネクタ
ポートにあることが判明した場合に用いることができる
方法である。
【００５３】例えば図６に示すように、３つのコネクタ
ポート６１ａ，６１ｂ，６１ｃを有する超音波診断装置
において、その第２のコネクタポートにプローブ６２が
接続されているものとし、このとき、このプローブが接
続されている第２のコネクタポート６１ｂに異常が検出
されたとする。このとき、他の例えば第１のコネクタポ
ート６１ａが正常であるか確認し、このコネクタポート
が正常であれば、例えば図７（ａ）に示すように、「ご
使用中の第２コネクタポートに異常が発生しました。」
「第２コネクターポートの使用を中止してサービスマン
をお呼びください。」「プロ－ブを第１コネクタポート
に差し替えていただくことにより使用することができま
す。」と表示し、コネクタポートの差し替えを推奨する
ことができる。
【００５４】また、第１のコネクタポート６１ａや第２
のコネクタポート６１ｃも異常であれば、これらのコネ
クタポートに接続しても異常態は変わらないので、表示
システムの画面上に例えば図７（ｂ）に示すように、
「コネクタポート回路に異常が発生しました。」「送受
信動作を自動的に停止しました。サービスマンをお呼び
ください。」と表示する。
【００５５】次に、復旧手段として、予備回路への切換
え制御を行う方法（ステップＳ３１１）であるが、コネ
クタを切換え制御する場合について、図８を用いて説明
する。この場合、チャンネル数は１２８であり、振動子
数は６４あるから、コネクタは１２８ありから各チャン
ネルに対応して、送受信回路を示した。各コネクタは各
々コネクタポートＣＰ１～ＣＰ１２８と、スイッチＳＷ
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１～ＳＷ１２８とから構成されており、また各送受信回
路ＴＲ１～ＴＲ１２８は、各々送信駆動回路および受信
遅延回路などの送受信系を含んでいる。
【００５６】上記１２８個のコネクタポートの第１～第
６４コネクタポートの各々に、振動子Ｖ１～Ｖ６４が接
続されており、第１～第６４チャンネルは使用されてい
る（使用チャンネル）が、、第６５～第１２８チャンネ
ルは使用されていない。これらをここでは可能チャンネ
ルと呼ぶことにする。そこで第１～第６４チャンネルの
コネクタと並列に第６５～第１２８チャンネルのコネク
タを接続しておく。
【００５７】このようにしておき、例えば第３コネクタ
に異常が検出された場合、第３コネクタを第６７コネク
タを切り換えて使用するようにする。すると太線で示し
たように、第３コネクタポートＣＰ３および第３スイッ
チＳＷ３の代りに第６７コネクタポートと第６７スイッ
チが使用されることになり、第３チャンネル送受信回路
ＴＲ３により制御される振動子Ｖ３による超音波の送受
信は、第６７コネクタを介してなされるので、異常状態
を回避して復旧することが可能となる。
【００５８】上記のようなコネクタに限らず、一般に送
信系や受信系の回路や基板などにおいて、このように実
際に使用されるチャンネルが、予め接地されているチャ
ンネルより少ない場合には、画像取得に実際に使用しな
いチャンネルを使用するチャンネルと並列に接続するこ
とにより、使用している一部のチャンネルに異常が検出
されたとき、並列接続されているチャンネルを使用する
ように切り換えることによって異常状態から復旧させる
ことができる。
【００５９】次に、図３のステップＳ３１２における、
異常チャンネル信号を補間生成することにより復旧を行
う方法について説明する。
【００６０】この方法は、受信系チャンネルに軽微な異
常が見つかったときに、特に有効である。この方法に
は、図１に構成を示した超音波診断装置の受信遅延回路
１９の中かその後に補間回路を設けることにより成され
る。
【００６１】この補間回路では、そのチャンネルでの信
号を隣接するチャンネルにおいて受信した信号から、例
えば両信号を加算し２で割ることにより単純平均を取る
ことにより、そのチャンネルにおける信号を推定する方
法である。異常チャンネルの信号を推定する手段は勿
論、単純平均に限られない。
【００６２】この方法によれば、チャンネル範囲の端に
近いチャンネルが異常の場合には、異常が見つかったチ
ャンネルの受信信号を全く無視するよりも、高い品質の
画像を得ることができる。
【００６３】ところで、上述のように、異常チャンネル
が見つかり、図３のステップＳ３０５～Ｓ３１２の復旧
手段により処理された後、図４に示すステップに進む。
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まず、ステップＳ４０１では、直前の異常復旧時刻から
経過した時間を所定時間と比較して、復旧処理を継続し
てよいかどうか判断される。
【００６４】具体的にはそのチャンネルの異常発生履
歴、例えばステップＳ３０２において装置の当該箇所に
おける異常発生履歴として取得した内容から、図５の
（エ）として記憶されていた時間、すなわちこれまでの
異常発生後に恒久処理を施すことなく暫定的に復旧処理
を施した状況での動作経過時間を、予め定めた最大許容
時間と比較する。例えばこの最大許容時間が１００時間
とすると、上述の場合、動作経過時間が１７時間である
から、ステップＳ４０１ではＹｅｓとなり復旧処理を継
続してよいと判断される。
【００６５】次のステップＳ４０２では、上述の各方法
による復旧方法が有効であったか調べられ、有効であっ
たことが確かめられると、ステップＳ４０３においてそ
れらの有効な復旧手段が、実際に実行される。
【００６６】なお、ステップＳ４０１およびステップＳ
４０２においてＮｏとなった場合には、適当な復旧方法
を取ることが出来ないので、図２のステップＳ２１２に
行き、送受信系の動作停止を指示し、ステップＳ２１３
で例えば「送受信動作を停止しました。サービスマンを
お呼び下さい。」と表示する。
【００６７】有効な復旧手段がとられた後、ステップＳ
４０４では、まず装置内の取られた復旧手段のデータが
装置内異常履歴メモリ２９ｃに履歴データとして記憶さ
れ、続くステップＳ４０５では、プローブ内の取られた
復旧手段のデータが、プローブ内異常履歴メモリ２９ｂ
に履歴データとして記憶される。
【００６８】その後、所定時間例えば１時間が経過する
（ステップＳ４０６）毎に、ステップＳ４０４およびＳ
４０５において、異常状態に対する復旧手段のデータが
記憶される。
【００６９】本発明のこの実施形態によれば、異常状態
が検出されたとき、いくつかの復旧手段による復旧の程
度がまず算定（シミュレーション）され、その結果に基
づいて有効な復旧手段が取られるので、あまり有効でな
い復旧手段はとられないので、効率的に復旧を行うこと
ができる効果がある。
【００７０】上述の実施形態では、ステップＳ３０５～
Ｓ３１２の８つの復旧手段について説明したが、このう
ちの１つあるいは２以上の復旧手段のみを用いるように
してもよい。
【００７１】ところで、上記実施形態では、異常の程度
が軽微である場合、自動的に復旧手段を用いて復旧させ
ており、また復旧が困難な場合には、装置の送受信系を
停止して、表示システムの画面上に、サービスマンを呼
ぶことを薦める表示がなされるだけであった。しかし、
このような異常状態が見つかったときからネットワーク
を用いてサービスセンターに自動的に連絡し、また異常
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の程度が重大な場合にもサービスセンターで対応するこ
とができるようにすることもできる。
【００７２】本発明のこの種の実施形態について、次に
説明する。図９はこの場合の復旧処理の手順を示したも
のである。復旧処理がスタートすると、まずステップＳ
９０１で、異常発生箇所の異常発生履歴を取得する。具
体的には例えば図３のステップＳ３０１、Ｓ３０２、Ｓ
３０３に示すような手順で行う。次のステップＳ９０２
では異常発生が検出されたことと、その異常箇所のこれ
までの履歴をネットワーク回線インターフェース（Ｉ／
Ｆ）９１およびネットワーク９２を介して，サービスセ
ンター９３に通知する。
【００７３】次にステップＳ９０３において上記異常状
態に対して、複数の復旧手段の有効性が判定される。具
体的には、例えば図３に示したステップＳ３０５～Ｓ３
１２に示すような復旧手段の有効性が調べられる。この
ステップでの算定結果に基づいて、ステップＳ９０４で
は発生した異常状態に対して有効な復旧手段があるか判
断される。有効な復旧手段がない場合には、ステップＳ
９０５において、該当する超音波診断装置が設置されて
いる場所にサービスマンを急行させるよう、サービスセ
ンター９３に要請する。このとき、先に異常が発生した
箇所、さらにその箇所における異常が発生した過去のデ
ータ（履歴）も送られる。
【００７４】一方、発生した異常状態に対して有効な復
旧手段がある場合にはステップＳ９０６に進み、その有
効な復旧手段を実行する。このステップは図４０３と同
様なステップである。
【００７５】次にステップＳ９０７において実行した復
旧手段を異常履歴として、装置内異常メモリ２９ｃやプ
ローブ内異常履歴メモリ２９ｂに記憶させる。このステ
ップは図４のステップＳ４０４、Ｓ４０５に相当し、所
定時間後にこれら履歴の記憶を繰り返すようにすること
もできる。
【００７６】その後、ステップＳ９０８において、復旧
した旨および実行した復旧手段をネットワーク回線Ｉ／
Ｆ９１、ネットワーク９２を介してサービスセンター９
３に通知する。
【００７７】そして、再び図２に示したような、異常状
態を検出する判定処理ルーチンに戻る。
【００７８】この実施形態によれば、復旧が行えない場
合にも、復旧ができないことが判明した時点で、サービ
スセンターに異常が発生した箇所の履歴を詳細に送るこ
とができ、これにより、交換を要する回路基板の種別、
データの更新入替えを必要とするソフトウェアなど、修
復に必要な部材や機器を把握することができ効率的かつ
迅速に修復作業を行うことが可能となる利点がある。
【００７９】
【発明の効果】以上述べたように、 本発明の請求項１
によれば、予め復旧手段による評価を行い有効である場
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合にのみ選択された復旧を行うので、異常が発生して復
旧した場合にも常に、良質の画像が見られる超音波診断
装置が得られる。本発明の請求項２によれば、異常チャ
ンネルを接地することにより復旧を行うので、ノイズの
混入がなく、良質の画像が見られる超音波診断装置が得
られる。
【００８０】本発明の請求項３によれば、異常チャンネ
ルが生じても送信パワーを上げるので、良質の画像が見
られる超音波診断装置が得られる。本発明の請求項４に
よれば、異常チャンネルが生じても受信ゲインを上げる
ことにより、良質の画像が見られる超音波診断装置が得
られる。
【００８１】本発明の請求項５によれば、異常チャンネ
ルのコネクタポートの差し替えを薦めることにより、コ
ネクタポートを差し換えるならば、良質の画像が見られ
る超音波診断装置が得られる。
【００８２】本発明の請求項６によれば、異常が生じた
使用チャンネルに代えて並列接続されている可能チャン
ネルを用いるので、新たに別の予備部品を用いることな
く復旧を行うことができ、良質の画像が見られる超音波
診断装置が得られる。
【００８３】本発明の請求項７によれば、復旧手段が有
効でない場合に、その旨と異常発生箇所の履歴をネット
ワークを介してサービスセンターに通知するので、迅速
な対応が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態の構成例を示す図。
【図２】本発明の一実施形態において異常の発生を検出
する判断処理の流れを説明するための図。
【図３】本発明一実施形態において異常が発生した場合
の復旧処理の流れを説明するための図。
【図４】本発明一実施形態において、異常が発生した場
合の復旧処理の流れを図３に続いて説明するための図。
【図５】図１に示した本発明の一実施形態の構成例にお
いて、装置内異常履歴メモリに記憶される内容の例を説
明するための図。
【図６】本発明の一実施形態において、コネクタポート
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を差し替える復旧手段を説明するための図。
【図７】本発明の一実施形態において、コネクタポート
を差し替える復旧手段を取る場合に表示システムに表示
される例を示す図。
【図８】本発明の一実施形態において、コネクタを切り
換える復旧手段を説明するための図。
【図９】本発明の他の実施形態において、復旧処理の流
れを説明するための図。
【符号の説明】
１０ａ，１０ｂ，１０ｃ・・１０ｎ・・・振動子、
１１・・・プローブ、
１２ｐａ，１２ｐｂ，・・１２ｐｎ・・・コネクタプラ
グ、
１２ｒａ，１２ｒｂ、・・・１２ｒｎ・・・コネクタレ
セプタクル
１３ａ，１３ｂ・・１３ｎ・・・ポート選択切替えスイ
ッチ
１４・・・接地スイッチ、
１５・・・送受信ユニット、
１６・・・異常対応部、
１７・・・表示システム、
１８・・・送信駆動回路、
１９・・・受信遅延回路、
２０・・・整相加算回路、
２１・・・信号処理回路、
２２・・・デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）、
２４・・・異常検出回路、
２５・・・判断回路、
２６・・・保護回路、
２８・・・マイクロプロセッサ、
２９ａ・・・動作条件記憶メモリ、
２９ｂ・・・プローブ内異常履歴メモリＩ／Ｆ、
２９ｃ・・・装置内異常履歴メモリ、
９１・・・ネットワーク回線インターフェース、
９２・・・ネットワーク、
９３・・・サービスセンター。

【図５】 【図６】
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